
 

資料３ 

 

規制所管府省から提出された規制シートについて 

 

 

１． 平成 27年 11 月 19日（木）開催の第 53回規制改革会議において、岡

議長から、規制所管府省からこれまでに提出された規制シートについて、

関連するワーキング・グループにおいてその内容を精査した上で、改善

点等に関して各ワーキング・グループの意見をまとめていただきたい旨

の御発言があったところである。 

 

２．これを受け、平成 27 年１月 28 日から同年 12 月３日までに規制所管

府省から提出された規制シート（平成 27 年度に見直し時期が到来する

規制及び規制改革ホットラインに寄せられた提案事項に対する規制所

管府省の回答のうち規制改革会議において再検討が必要と判断した規

制）について、各ワーキング・グループにおいて、その内容を確認し、

検討を行った。 

ワーキング・グループから提出されたコメントは、別添のとおりであ

る。 
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（別添） 

 

＜総論的事項について＞ 

 

（平成 27年度に見直し時期が到来する規制） 

・ 法律ごとに規制シートを作成する現在の方式では、抽象的な記載にならざるをえ

ない。一方で、法律に含まれる個々の規制ごとにシートを作成しようとすると膨大

な作業量になる。法律単位で規制シートを作成することを見直すべきではないか。 

・ 「平成 27年度見直し予定、措置の内容は検討中」という記載は不可（差し戻し）

とし、検討概要を必ず記載してもらうよう、要すれば提出期限の延長等に応じるな

どの工夫をすべきではないか。 

・ 「関連する予算」「関連する政策評価結果」など、ほぼ記入がされていない欄があ

る。規制改革の議論に資する観点から、個々の記入欄の要否を見直すべきではない

か。 

 

（規制改革ホットラインに寄せられた提案事項に対する規制所管府省の回答のうち

規制改革会議において再検討が必要と判断した規制） 

・ 作成を依頼する元となったホットライン要望自体を併記する欄を設けるべきでは

ないか。 

・ 法律全体ではなく、ホットライン要望が問題としている個別の規制について記載

すべきことを明示すべきではないか。 

 

 

＜個別の規制シートについて＞ 

 

・ 「規制の名称：教科書の定義」のシート（別紙参照）について、規制目的の欄に

記入されている内容が、規制目的ではなく規制の内容となっている。 
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